
会 議 録 

平成26年２月19日定例教育委員会を北島町総合庁舎６階視聴覚室において開催

した。 

 

１ 会議に出席した委員 

  １番 久湊   薫 委 員 

  ２番 板東  久男 委 員 

  ３番 巻島  恵子 委 員 

  ４番 三好 久美子 委 員 

  ５番 辻村  邦雄 委員長 

  ６番 北島  孝昭 教育長 

 

２ 会議に欠席した委員 

  な し 

 

３ 本会の書記 

   事務局局長 小西 昌幸 

 

４ 議題 

  （１）土曜授業について 

 

 

５ その他 

 

委員長 午後６時00分開会し、あいさつの後、議事録署名者を会議に諮り、次 

    のとおり選任する。 

    ２番 板東委員 

    ３番 巻島委員 

委員長 それでは、議事に入りたいと思います。議事(１)の土曜授業について 

    事務局からご説明ください。 

局 長 土曜授業についてということで、今議論になっております。資料をい 

    くつかお配りしていますのでそれに基づいてご説明いたします。 

    まず、2011年１月の「朝日新聞」の「土曜授業『復活』の兆し」とい 

    う記事です。東京都内での土曜授業の風景が取材され、葛飾区ではこ 

    の年度に区立の全小中学校で５回から10回土曜授業を試行している、 

    来年度からは８月以外の毎月第２土曜に全校一斉に実施することにな 

    ったと、あります。「都教委は昨年１月、『土曜授業は月２回を上限と 

    し、保護者や地域住民への公開が条件』との通知を出した」という文 

    章もあります。 

    この記事の終わりに「土曜授業と学校週５日制」という解説文が載っ 

    ています。読んでみます。《土曜授業と学校週５日制 週５日制は2002 

    年に完全実施された。学校教育法の施行規則は、土、日曜を公立小中 

    の休業日と定めるが、「特別な必要」がある場合は土日にも授業を行え 

    るとしている。運動会や文化祭などの多くはこの仕組みを使って実施 

    されている。現在多くの自治体で行われている「土曜補修」は任意参 

    加で、授業時間の枠に入らない。これに対し「土曜授業」は正規の授 

    業の枠内。都教委は、土曜授業は公開の形で行い「地域に開かれた学 

    校作り」に生かすから、地域との連携を求める中教審の答申の趣旨に 

    も合致すると説明。文部科学省も事実上容認した。》 



    次に2013年８月の「読売新聞」記事。昨年夏の記事です。文部科学省 

    が「来年度から３年間で全公立校での土曜授業を目指す」という文章 

    や、「地域の会社員や公務員らに土曜日に学校に来てもらって、体験活 

    動といった総合的な学習を行う等を想定」「地域の人材を講師にするこ 

    とで、教員の人件費や休日確保等の課題も解決できるという」という 

    文章があります。次に「日本経済新聞」の2013年11月29日の記事です。 

    「土曜授業の普及後押し／文科省が省令改正」という見出しで、「土曜 

    日は学校教育法施行規則で休業日とされ、土曜授業の実施は『特別な 

    必要がある場合』に限られていた。文科省は、この規定を『教育委員 

    会が必要と認める場合』に改めた。」という文章があります。ここでは、 

    これまでの「特別な必要がある場合」を「教育委員会が必要と認める 

    場合」に替えて土曜授業をやりやすくしたという記事になっています。 

    もう一つは「北國（ほっこく）新聞」の今年１月28日の記事。石川県内の 

    県立高校３校で年間10回程度の土曜授業と英会話講座を試行する、と 

    いう内容です。石川県教委の発言として、「土曜授業の本格実施は部活 

    動や地域活動とのバランスも考えて判断する必要がある」と書かれて 

    います。 

    そして、２月10日付けの徳島県教育員会からの「小・中学校における 

    『土曜授業』の実施について」という通知のコピーをご覧ください。 

    これは各自治体の教育長宛てに送られたもので県教委が「基本方針」 

    を定め、あわせてＱ＆Ａによる解説も示しています。「つきましては、 

    貴教育委員会の判断で、管下の小・中学校が『土曜授業』を実施する 

    場合、適切に対応してくださるようお願いします」とあって、各教育 

    委員会が判断してやりなさいとあるわけです。 

    土曜授業の定義もあります。「＊土曜授業とは、児童生徒の代休日を設 

    けずに土曜日等を活用して教育課程内の学校教育活動を行うものを指 

    す。＊土曜日等とは、土曜日と日曜日を指す。（祝日を除く）」となっ 

    ています。「Ｑ＆Ａ」を少し拾ってみますと、「Ｑ今までの土曜日の授 

    業との違いは何ですか。Ａ児童生徒の代休日が設定されるか、否かの 

    違いです」、「Ｑ学校単位や学年単位で行えますか。Ａ適当ではありま 

    せん。原則として同一市町村教育委員会内の全ての小・中学校で全校 

    で行うことが適当と考えています」、「Ｑ第１・３土曜日のように全県 

    で統一しないのですか。Ａ統一日を設けることは考えていません」と 

なっています。 

委員長 今、事務局から詳しくお話しがありましたが、ご意見を。 

教育長 この件については、学校現場と話し合いながらやるのが望ましいと考 

    えています。内容としては授業というよりも講座というイメージです。 

委 員 ゆとり教育が言われてきたが。 

教育長 ゆとり教育は一応生きています。地域の人を呼んできて学校で公開授 

    業をするようなイメージです。地域の人が来やすく足を運べる学校作 

    りを目指したいと考えています。 

委 員 スポーツ大会など決まった日程もあるのでは。 

教育長 少年野球大会などもあります。そういう時期は避けたいと思います。 

    また少年スポーツ団の活動との兼ね合いもあります。 

    月から金で本来の教科の授業をする、土曜日に総合的な学習やそれに 

    準じた授業をしたらよいと思います。 

委員長 ５月に運動会がありますが。 

教育長 ５月の運動会の代休はとりたいと思います。実際に動くのは２学期以 

    降になるでしょう。近隣を見ながらできる範囲でやりたいと思います。 



委員長 とりあえず１学期は伝えていって、２学期ぐらいから徐々にやってい 

    く、という感じですか。この件は、教育委員会としてそういうスタン 

    スで見守ってゆきたいと思います。 

委 員 かまいません。 

委員長 他にありませんか。 

委 員 ありません。 

委員長 それでは、会議を終了します。 

    全協議終了、午後７時30分閉会を宣する。 

 

以上会議の顛末を記載し、その相違がないことをここに署名します。 

 

平成26年２月19日 

                 書   記 小西 昌幸 

                 議事録記名 板東 久男 

議事録記名 巻島 恵子 


